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鳥取市耐震改修促進計画 

 

第 1 章 基本方針 

 

１ 計画策定の背景 

平成７年の阪神・淡路大震災では、地震により 6,434 人の尊い命が奪われました。このう

ち地震による直接的な死者数は 5,502 人であり、さらにこの約９割の 4,831 人が住宅・建築

物の倒壊や家具等の転倒によるものでした。最近では平成 23 年の東日本大震災、平成 28年

の熊本地震など大規模な地震が頻発しており、なかでも東日本大震災では、死者 15,893

人、建物の全壊半壊 39万戸以上と未曾有の被害をもたらしました。鳥取県でも平成 12 年

10 月にマグニチュード 7.3 の鳥取県西部地震、平成 28年 10 月にはマグニチュード 6.6 の

鳥取県中部地震に見舞われ、多くの負傷者や建物被害が発生しました。また、平成 30 年６

月の大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊により児童が死亡するなど、建築基準法に適合

していない危険なブロック塀の安全対策が大きな社会問題となりました。 

このように、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあると考えられており、

人命を守るために、地震被害を軽減する対策を促進していくことが必要になっています。 

（１）建築基準法による建築物等の耐震基準 

建築物の耐震性能は、昭和 56年６月１日に建築基準法の耐震基準が大きく改正されたこ

とから、建築基準法改正以前の建築物を旧耐震基準、これ以降の建築物を新耐震基準と区分

しています。阪神・淡路大震災では、倒壊した建築物の多くが旧耐震基準であったことか

ら、新耐震基準に適合するまで耐震性能を引き上げる耐震改修が重要と考えられるようにな

りました。 

また木造住宅では、平成 12 年６月１日に建築基準法が改正され、耐震壁の配置や柱梁等

接合基準が明確化され耐震性能が向上しました。平成 12 年以前に建築された住宅は、新耐

震基準であっても耐力壁配置等に課題があるといったことが指摘されていましたが、熊本地

震では、日本建築学会の被害調査により、新耐震基準の住宅の３割以上が倒壊や大破、倒壊

した住宅の９割以上が平成 12年以前の新耐震基準の住宅であったが報告され、耐力壁配置

等のリスク問題が顕在化しました。 
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■ 地震被害等を受けて改正された主な建築基準法の耐震基準の変遷  

改正時期 改正内容 

昭和 25 年建築基準法制定 十数年に一度発生する中地震に対してほとんど損傷しないこと

を検証 

昭和 34 年政令改正 木造建築物の必要壁量基準の強化等 

昭和 39 年新潟地震 液状化被害が発生 

昭和 43 年十勝沖地震 鉄筋コンクリート造建築物の被害が多数発生 

昭和 46 年政令改正 

(靭性確保とせん断補強) 

鉄筋コンクリート造の柱帯筋の基準強化 

木造建築物の必要壁量基準の強化、基礎の布基礎化等 

昭和 53 年宮城県沖地震 ピロティ形式や偏心の著しい建築物等に被害が発生 

昭和 56 年政令改正 

(新耐震基準) 

数百年に一度発生する大地震に対して倒壊・崩壊しないことを

検証 

木造建築物の必要壁量基準の強化等 

平成７年阪神・淡路大震災 新耐震基準以前や施工不良の建築物の多くが倒壊、崩壊 

平成 12 年法律・政令改正 

(性能規定) 

限界耐力計算の導入、木造建築物の壁量バランス、接合金物の

適切な使用等 

平成 19 年法律・政令改正 構造計算書偽装問題を受け建築確認等を厳格化 

構造計算適合性判定制度の導入、構造計算の基準を明確化等 
 

（２）「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の概要 

国においては、阪神・淡路大震災後直ちに「建築震災調査委員会」を設置し、被害状況や

被害原因の調査を行いました。その結果、昭和 56年６月に建築基準法が施行される以前の

耐震設計基準（以下「旧耐震基準」という。）に基づいて建築された建築物に被害が多かっ

たことから、防災対策の中でも既存建築物の耐震性の強化が緊急性の高いものとして広く認

識されることとなりました。これを受け、平成７年 12月には「建築物の耐震改修の促進に

関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が制定されました。 

平成 18 年１月には、国民は地震に対する安全性を確保するとともにその向上を図るよう

努めること、都道府県は耐震改修促進計画を策定し計画的な耐震化の実施に努めること（市

町村の計画策定は努力義務）、特定既存耐震不適格建築物に対する要件、規模の拡充及び指

導の強化等が盛り込まれました。 

平成 25 年 11 月には、南海トラフの巨大地震などの被害想定において、最大クラスの規模

の地震が発生した場合、東日本大震災を超える甚大な人的・物的被害が発生することが確実

視され、建築物の耐震化を加速するために耐震施策の強化が喫緊の課題であることから、不

特定多数の者が利用する大規模な特定既存耐震不適格建築物等について耐震診断を行うこと

が義務化されたほか、耐震診断の結果の公表について規定されるなど大幅な改正がなされま

した。 

平成 31 年１月には、大阪北部地震のブロック塀の倒壊による被害を受け、一定規模以上

のブロック塀について、建物本体と同様に、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付け

されました。 
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■ 耐震改修促進法の改正経過  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

阪神・淡路大震災の発生 

耐震改修促進法の制定（平成７年12月） 

新潟県中越地震（平成16年）や福岡県西方沖地震（平成17年）など大地震が頻発 
どこで地震が発生してもおかしくない状況 

中央防災会議「地震防災戦略」 
東海、東南海、南海地震の死者数等を10年後に半減 

地震防災推進会議の提言 
住宅及び特定建築物の耐震化率の目標 約 75%➡9 割 

耐震改修促進法の改正（平成18年１月） 
 
 計画的な耐震化の推進 

東日本大震災の発生（平成23年） 
南海トラフ巨大地震・首都直下地震への対策の切迫性 

建築物に対する指導等の強 支援措置の拡充 

社会資本整備審議会第一次答申「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について」 
○耐震化の遅延 ○支援策の充実 ○耐震診断の徹底 

耐震改修促進法の改正（平成25年11月）、施行令の改正（平成31年１月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○耐震化促進のための規制強化 
《耐震診断の義務付け・結果の公表》 
・要緊急安全確認大規模建築物（既存不適格建築物） 
・要安全確認計画記載建築物（通行障害既存不適格建築物※、防災拠点建築物） 

※H31.1危険ブロック塀を追加 

○耐震化の円滑な促進のための措置 
《耐震診断の義務付け・結果の公表》 
・耐震改修計画任継基準の緩和、建ぺい率・容積率の特例 
・耐震性に係る表示制度の創設 
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３）中央防災会議等 

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、政府は、大規模災害、重大事故等の緊急事態における

危機管理機能の強化を図るため、防災に関する重要事項を審議するなどの総合的な災害   

対策を推進する組織として、中央防災会議を設置しました。 

内閣総理大臣を長とする国の中央防災会議で決定された「建築物の耐震化緊急対策方針」

（平成 17年９月）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とさ

れるとともに、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」（平成 26年３月中央防災会議決

定、令和元年５月改正）において、10年後に死者数を概ね８割、建築物の全壊棟数を概ね

５割減少させるという目標達成のため、住宅については平成 20年時点の耐震化率 79％を平

成 27年 90％、令和２年 95％、令和７年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消、多数の者

が利用する建築物については平成 20 年の耐震化率 80％を平成 27 年 90％、令和２年 95％、

耐震診断義務付け対象建築物については令和７年を目途に耐震性が不十分なものを概ね解消

とする目標を掲げています。 

なお、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（（平成 18 年１

月 25日、国土交通省告示第 184 号（令和３年 12月改正））においては、南海トラフ地震防

災対策推進基本計画等を踏まえ、住宅の耐震化率を令和 12年までに耐震性が不十分なもの

を概ね解消、耐震診断義務付け対象建築物については基本計画と同様に令和７年を目途に耐

震性が不十分なものを概ね解消とすることとしています。 

  

  ２ 計画の目的 

鳥取市（以下「市」という。）は、耐震改修促進法第６条に基づき「鳥取市耐震改修促進

計画」（以下「耐震計画」という。）を定め、震災における被害から市民の生命・財産を保護

し、生活環境の保全に役立てるため、旧耐震基準で建築された既存建築物の計画的な耐震化

を促進していきます。 

なお、社会情勢の変化や、計画の実施状況に適切に対応するため、必要に応じて施策の見

直しなど計画の改定を行います。 

 

３ 計画の実施期間 

耐震計画の実施期間は、鳥取県耐震改修促進計画（第三期）に合わせ、令和７年度末 

までとします。ただし、次期計画が策定されるまでは継続実施します。 

   

４ 対象区域及び対象建築物 

耐震計画の対象地域は鳥取市全域とします。対象建築物は、建築基準法（昭和 25 年法律

第 201 号）新耐震基準施行（昭和 56 年 6 月 1 日）前に着工された住宅、耐震改修促進法

（平成７年法律第 123 号）附則第３条に定める耐震診断義務付け建築物及び同法第 14 条に

定める市有の特定既存耐震不適格建築物とし、国有建築物及び県有建築物については対象外

とします。 
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なお、この計画において「特定既存耐震不適格建築物」は、耐震改修促進法第 14 条第 1

項の第１号から第３号に定められた用途及び規模の建築物をいうこととします。ただし、適

用する法律が明記されている場合は、当該法律の定義によるものとします。 

 

  表 鳥取市耐震改修促進計画の対象建築物 

 種類 内容 

① 住宅 ・ 戸建住宅 

・ 共同住宅（長屋住宅を含む） 

② 耐震診断義務付け建

築物 

・ 耐震改修促進法附則第 3 条に定める耐震診断義務付け対

象建築物（次ページ 表「特定既存耐震不適格建築物一覧

表」参照）  

③ 特定既存耐震不適格

建築物（市有） 

・耐震改修促進法第 14条に定める特定既存耐震不適格建築物  

（次ページ 表「特定既存耐震不適格建築物一覧表」参照）

で市が所有する建築物 
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表 特定既存耐震不適格建築物一覧表（耐震改修促進法第 14 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 11 月 25日  改正施行 
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第 2 章 想定される地震の規模・被害の状況 

 

 １ 鳥取県の地震災害記録 

鳥取県とその周辺で発生した主な地震被害は下表の通りです。 

西暦 

（和暦） 

地域（名称） マグニチュード 主な被害 

1710.10.3 

（宝永 7） 

伯耆・美作 6.5 河村、久米両郡（現鳥取県東伯郡）で被害最大。

山崩れ人家を潰す。倉吉・八橋町・大山・鳥取で

被害。伯耆で死者 75 名、家屋倒壊 1,092 棟。 

1711.3.19 

（正徳 1） 

伯耆 6.3 因幡、伯耆両国で住家倒壊 380 棟、死者４名。

山崩れや田畠に被害。 

1854.12.24 

（安政１） 

安政南海地震 8.4 南海沖の巨大地震。鳥取で家屋全壊 10棟。 

1943.3.4 

1943.3.5 

（昭和 18） 

鳥取沖 6.2 

6.2 

両方で軽傷者 11 名、建物（含非住家、塀など）

倒壊 68 棟。 

1943.9.10 

（昭和 18） 

鳥取地震 7.2 死者   1,210 名、重傷 828 名、軽傷 3,032 名。 

住家   全壊 7,164 棟、半壊 6,901 棟、 

全焼 183 棟、 半焼 7 棟。 

非住家 全壊 6,131 棟、半壊 7,201 棟、 

全焼 106 棟、半焼 3棟。 

1946.12.21 

（昭和 21） 

南海地震 8.0 死者２名、負傷者３名、住家全壊 16 棟。 

1983.10.31 

（昭和 58） 

鳥取県中部地震 6.2 震度４ 

軽傷   13 名。 

住家   一部損壊 689 棟。 

非住家 一部損壊 98棟。 

2000.10.6 

（平成 12） 

鳥取県西部地震 7.3 震度 ６強 

重傷 31 名、軽傷 110 名。 

住家 全壊 391 棟、半壊 2,472 棟、 

   一部損壊 13,195 棟。 

2016.10.21 

（平成 28） 

鳥取県中部地震 6.6 震度 ６弱 

重傷８名、軽傷 17名。 

住家 全壊 18 棟、半壊 312 棟、 

一部損壊 15,078 棟。 

 ・「新編 日本被害地震総覧[増補改訂版 416-1995]」 

  ・「日本の地震活動－被害地震から見た地域別の特徴－＜追補版＞」（地震調査研究推進本部編、

http://www.hp1039.jishin.go.jp/eqchr/eqchrfrm.htm） 

  ・「平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地震について」（平成 15 年９月 19 日 内閣府） 

 ・「鳥取県中部地震記録誌」（平成 31 年３月 鳥取県危機管理局危機管理政策課）より 
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  2 想定される地震（鹿野・吉岡断層、雨滝断層、どこでも起こりうる直下型地震、南海トラフ） 

平成 17 年３月に「鳥取県地震防災調査研究報告書」が取りまとめられました。 

平成 22 年３月には、県内で発生する大規模地震で想定される人的被害及び経済被害額

を軽減するため、現在目標、計画期間、取り組み施策を盛り込んだ「鳥取県震災対策ア

クションプラン」を策定しています。なお、平成 31 年３月には、最新の知見を基に地

震・津波被害想定調査を実施し、その結果及び近年発生した熊本地震や鳥取県中部地

震、大阪府北部地震等の教訓を踏まえ鳥取県震災対策アクションプランの見直しを行っ

ています。 

これによれば、県内で最も大きな被害が想定される地震は、東部の鹿野・吉岡断層によ

るもので、揺れによる建築物の全壊約7,700棟、火災による建築物の焼失約7,200棟※1、死

者約790人※2と予測されています。 

鳥取県での想定地震は、鹿野・吉岡断層（1943 年鳥取地震）、倉吉南方の推定断層、鳥

取県西部地震断層、大立断層・田代峠－布江断層、山崎断層、雨滝－釜戸断層、F55 断

層、宍道（鹿島）断層、鎌倉山南方活断層が想定されていることから、本計画では、市に

影響を最も及ぼす鹿野・吉岡断層、雨滝－釜戸断層及びどこでも起こりうる直下型地震を

想定します。 

   また、近々起こり得ると言われている南海トラフによる巨大地震（Ｍ９クラス）が発生

した場合についても想定します。 

 

  ※1 鳥取県震災対策アクションプランより、冬季 18 時の想定算定値 

   ※2 鳥取県震災対策アクションプランより、冬季深夜の想定算定値 
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３ 地震被害の想定 

（１）県内の地震被害想定 

県内で発生の蓋然性が高い、次の４つの地震を想定する。 

① 鹿野・吉岡断層による地震 

昭和 18 年に発生した鳥取地震の震源断層による、マグニチュード 7.4 の地震を想定。 

② 倉吉南方の推定断層による地震 

県中部の活断層系による地震を想定したマグニチュード 7.3 の地震を想定。 

③ 鳥取県西部地震断層による地震 

平成 12 年に発生した鳥取県西部地震の再来を想定したマグニチュード 7.3 の地震を想

定。 

④ Ｆ55 断層による地震 

「日本海における大規模地震に関する調査検討会」（平成 26年）で評価された鳥取県沖

のＦ55 断層による、マグニチュード８.１の地震を想定。 

なお、被害想定結果は、平成 26 年度から 30年度までに実施した鳥取県地震津波被害想

定調査を基本としている。 

 



 10
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（出典：鳥取県震災対策アクションプラン 平成 31 年 3 月）   
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 （２）鳥取市における地震の予測結果（震度分布） 

① 鹿野・吉岡断層による地震（マグニチュード 7.2）の予測結果（震度分布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 雨滝-釜戸断層による地震（マグニチュード 7.3）の予測結果（震度分布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ どこでも起こりうる直下型地震の予測結果（震度分布） 

                             中央防災会議「首都直下 

                             地震対策専門調査会」に 

                             おいて、震源は全ての場 

                             所の直下で M6.9 の地震を  

                             想定している。 

震度 7 

震度 6 強 

震度 6 弱 

震度 5 強 

震度 5 弱 

震度 4 

震度 3 

震度 7 

震度 6 強 

震度 6 弱 

震度 5 強 

震度 5 弱 

震度 4 

震度 3 

震度 7 

震度 6 強 

震度 6 弱 

震度 5 強 

震度 5 弱 

震度 4 

震度 3 
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（３）南海トラフによる地震の予測結果（震度分布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成者:ESRI ジャパン 

著作権: 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ、ESRI ジャパン 
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第 3 章 本市における住宅・建築物の耐震化の現状 

 

１ 住宅の耐震化の現状 

   住宅総数 約 74,560 戸※1のうち、新耐震基準施行（昭和 56 年６月１日）以後に着工

された建築物や、耐震改修が行われた建築物など「耐震性を満たす」と判断されるものは

約 64,400 戸（86.4%）で、耐震性が不十分と判断されるものは約 10,160 戸と推定されま

す。 

 

 図 住宅の耐震化の現状（令和４年１月１日推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※１ 固定資産税課税台帳の集計値で算出しています。 

  ※２ 令和４年１月１日現在の建築物の住宅耐震化率。平成 20 年～30年の住宅・土地統

計調査で得られた耐震性割合、耐震改修工事の実施戸数等で推計しています。 

 

住宅総数※1 

約 74,560 戸 
   

共同住宅等：約 33,020 戸 

新耐震基準
昭和 56年 6 月以降 

   

旧耐震基準
昭和 56年 6 月以前 

耐震性 あり※2 

   

耐震性不十分 
 

   

耐震性を満 たす 

耐震性不十分 

戸建：   約 41,540 戸

戸建：   約 27,750 戸

共同住宅等：約 24,480 戸 

約 52,230 戸 

約 10,160 戸 

約 64,400 戸 

約 10,160 戸 

約 12,170 戸 

約 22,330 戸 

戸建：   約 13,790 戸

戸建：   約 6,530 戸 

戸建：   約 7,260 戸 

戸建：   約 34,280 戸 

戸建：   約 7,260 戸 
共同住宅等：約 8,540 戸 

共同住宅等：約 5,640 戸 

共同住宅等：約 2,900 戸 

共同住宅等：約 30,120 戸

共同住宅等：約 2,900 戸 

（86.4％） 



 15

２ 耐震診断義務付け建築物の耐震化の現状 

法附則第３条では、不特定多数の者が利用する大規模建築物等を要緊急安全確認大規模

建築物として、平成 27 年 12 月末までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告

することが義務付けられました。 

平成 27 年度末にまとめた耐震診断義務付け対象建築物の棟数は全部で 11棟あり、令和

４年 12 月末時点で耐震性があるもの（耐震改修されたものを含む）及び除却されたもの

は９棟（81.8％）で、耐震性が不十分と判断されるものは２棟となっています。 

 

表 耐震診断義務付け対象建築物の現状  

総棟数 

① 

耐震性不十分 

② 

耐震性あり（除却含む）

③ 

耐震化率 

③/① 

11 棟 ２棟 ９棟 81.8％ 

 

 

３  市有建築物（特定既存耐震不適格建築物）の耐震化の現状 

   令和４年 12月末時点の市有建築物の特定既存耐震不適格建築物は 196 棟あり、新耐震

基準施行以後に建築された建築物及び耐震改修が行われた等耐震性のある建築物は、あわ

せて 191 棟（97.4％）で、耐震性が不十分と判断されるものは５棟（2.6％）となってい

ます。 

    

 表 市有建築物（特定既存耐震不適格建築物）の現状 

 単位：棟 

 

 ※ 所管部署へのヒアリング結果に基づき集計しています。 

   表中の用途にある「その他」は市役所等、表中に示されていない公共施設です。 

 

市有建築物 

合 計 
① 

旧 耐 震 
S56 年 6 月

以降 
（新耐震） 

⑤ 

耐震性有り
⑥ 

（③＋④
+⑤） 

耐震化率
（⑥/①） 

参考 
H27 

耐震化率  用  途 
合計 

②+③＋
④ 

耐震性
が不十

分 
② 

耐震性を
有する 

③ 
改修済 

④ 

特
定
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物 

学校・体育館等 106 44 2 6 36 62 104 98.1% 97.8% 

病院・診療所等 1 0 0 0 0 1 1 100% 100% 

社会福祉施設等 7 0 0 0 0 7 7 100% 100% 

ホテル等 2 1 1 0 0 1 1 50.0% 50.0% 

集会場等 10 4 1 1 2 6 9 90.0% 76.9% 

共同住宅等 61 19 0 19 0 42 61 100% 100% 

その他 9 4 1 0 3 5 8 88.9% 50.0% 

計 196 72 5 26 41 124 191 97.4% 91.8% 
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４  耐震診断・耐震改修の実施の現状と分析 

   民間建築物については、平成 17年 12 月から耐震診断、平成 19 年 10 月から一戸建て住

宅の耐震設計及び耐震改修の補助制度を創設していますが、耐震化が進まない大きな理由

としては、震災対策を自らの問題、地域の問題として捉える意識が浸透していないこと、

耐震改修に相当な費用を要することなどが考えられます。 

また、市有建築物のうち、病院・診療所等、社会福祉施設等、共同住宅等については、

耐震診断が進められ、耐震化率は 100％となっています。これらの市有建築物以外は、所

管部署の改修計画等により順次、耐震改修等が進められていますが、今後は耐震計画の目

標達成に向け、耐震改修等をさらに推進するとともに、機能集約についても検討していき

ます。 

  

 

 


